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（２）地域支援事業の推進  

高齢者が要介護・要支援状態となることを予防するとともに、たとえ要介護状態とな

った場合においても、可能な限り自立した日常生活を営むことのできるよう支援するこ

とを目的として、地域支援事業を推進します。 

 

ア 介護予防・日常生活支援総合事業の充実                 

従来、要支援者等に対して全国一律に提供されていた介護予防訪問介護及び介護予防

通所介護に加え、地域の実情に応じた新たなサービスを創設、実施することにより効率

的・効果的な支援を総合的に提供していく介護予防・日常生活支援総合事業（通称：総

合事業）を実施しています。 

この介護予防・日常生活支援総合事業においては、既存の介護事業所によるサービス

に加えて、ＮＰＯや民間企業、ボランティアなど、地域の多様な主体によるサービスの

提供が可能となっております。 

なお、介護予防・日常生活支援総合事業のうち、介護予防・生活支援サービス事業に

ついては、地域包括支援センターによるケアマネジメントに基づき提供されていますが、

一般介護予防事業については、要支援・要介護認定を受けていない方への提供も可能と

なっています。 

高齢者が住みなれた地域で自立した日常生活を送ることができるよう、それぞれの事

業の特性を十分考慮した上で、効果的に事業を実施していきます。 

また、介護予防の市民生活への浸透を図るとともに、既存の社会資源や福祉サービス

との整合性を図りつつ、多様なサービスを充実させていきます。 

そのなかでも、特に、地域住民が主体となる通いの場をさらに充実させ、このような

通いの場を地域における身近な介護予防の拠点とすることで、住民が介護予防・重度化

防止に努め、少しでも多くの住民が支えられる側から支える側にまわる仕組みの構築を

目指します。 

資料３ 
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（ア）介護予防・生活支援サービス事業 

介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・日常生活支援サービスは、地域

包括支援センターによるケアマネジメントに基づき提供します。 

介護予防・日常生活支援サービス事業には、訪問型サービス、通所型サービス、その

他の生活支援サービス及び介護予防ケアマネジメントの４つのサービス類型があり、次

に掲げる方々が対象となります。 

 

 

 

 

 

ａ）要支援者 

ｂ）事業対象者（基本チェックリスト該当者） 
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【利用までの流れ】
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① 訪問型サービス                                

 

要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して、掃除や洗濯などの日常生活上の支援

を行うことを目的に、介護予防・生活支援サービスとして平成 28 年度より次に掲げる

方策等のうち、a)訪問介護（旧制度における介護予防訪問介護相当）、b)訪問型サービ

スＡ（緩和した基準によるサービス）の制度を創設し、現在は a）訪問介護を実施して

おります。 

しかし、b）訪問型サービスＡについては、制度創設したものの実施団体がない状況

となっております。 

今後ますます高齢化が進展する中で、支援体制の拡充が求められることを踏まえると、

a)訪問介護よりも人員や運営等の基準が緩和されたサービス事業所を増やし、さらなる

生活支援体制の整備に努めていきます。 

また、自立支援、重度化防止の観点から、栄養や口腔などの状態改善を図る短期集中

サービスも重要であることから、今後はｄ）訪問型サービスＣ（短期集中予防）の制度

の創設、実施を推進しつつ、本市の特性に合ったサービスを検討、実施していきます。 

 

ａ）訪問介護（旧制度における介護予防訪問介護相当）  

事業者を指定して行うサービスで、訪問介護員による身体介護、生活援助 

ｂ）訪問型サービス A（緩和した基準によるサービス） 

事業者を指定または委託して行うサービスで、生活援助等の実施 

ｃ）訪問型サービス B（住民主体による支援） 

補助（助成）にて行うサービスで、住民主体の自主活動として行う生活援助等 

ｄ）訪問型サービス C（短期集中予防サービス） 

市が直接または委託により行うサービスで、保健師等による居宅での相談指導 

等 

ｅ）訪問型サービス D（移動支援） 

補助（助成）にて行うサービスで、移送前後の生活支援 

 

■訪問型サービスの実績                                                （人） 

 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 

サービス提供者数 － 154 147 
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② 通所型サービス                                

 

平成 28 年度からの総合事業開始に伴い、以下に示した類型のうち、ｂ）通所型サー

ビスＡとして「達人の会」、ｄ）通所型サービスＣとして「けんこう達人塾」及び「元

気あっぷ教室」を実施しております。 

なお、ｃ）通所型サービスＢ（住民主体による支援）については、現在実施していま

せんが、一般介護予防における地域介護予防活動支援事業の実施状況を考慮し、課題を

整理したうえで、実施の検討を行います。 

今後についても、地域の状況や需要等を勘案するとともに、高齢者の通いやすい場所

での実施を検討するなど、本市の特性に合ったサービスの実施を目指しています。 

 

ａ）通所介護（旧制度における介護予防通所介護相当） 

事業者を指定して行うサービスで、生活機能向上のための機能訓練 

ｂ）通所型サービス A（緩和した基準によるサービス） 

事業者を指定または委託して行うサービスで、ミニデイサービス、レクリエー

ション、運動等の実施 

ｃ）通所型サービス B（住民主体による支援） 

補助（助成）にて行うサービスで、住民主体による自主的な通いの場の創設、

運動の実施等 

ｄ）通所型サービス C（短期集中予防サービス） 

市が直接または委託により行うサービスで、保健師等による生活機能向上に向

けた短期集中プログラムの実施 

 

■通所型介護予防事業の実績と通所型サービスの実績               （件） 

 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 

提供者数 

通所介護（現行の通所介護相当） － 4,525 2,570 

通所型サービスＡ 

（緩和した基準によるサービス） 
326 583 230 

通所型サービスＣ 

（短期集中予防サービス） 
439 253 179 

※ 平成 27年度は、介護予防通所介護、又基準緩和（Ａ型）は達人の会（通所型介護予防事業）並びに短

期集中型Ｃはけんこう達人塾（通所型介護予防事業）を計上。 

※ 平成 29年 11月末現在 
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③ その他の生活支援サービス事業                        

 

要支援者等に対する栄養改善を目的とした配食や、ひとり暮らし高齢者等に対する見

守り等のその他の生活支援サービスは、市では未実施となっています。 

ひとり暮らしや高齢者のみの世帯等の増加に伴い、生活支援サービスに対する需要は、

潜在・顕在を問わず高まってきていることから、今後、生活支援体制整備事業にて設置

されている生活支援コーディネーターと連携し、協議体での協議を踏まえながら、ボラ

ンティアや民間事業者など、サービスの提供が可能な社会資源を把握するとともに、Ｎ

ＰＯやいきいき・元気サポーターなどとも連携しながら、多様な生活支援サービスを提

供できる体制の構築を検討していきます。 

 

 

④ 介護予防ケアマネジメント                           

 

総合事業による各種サービス等を適切に提供できるよう、地域包括支援センターの保

健師等が、要支援者等に対し、機能回復や自立支援等に向けたケアマネジメントを行い

ます。 

 

■介護予防ケアマネジメントの実績                        （件） 

 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 

介護予防ケアマネジメント実施件数 120 4,669 3,285 

※平成 27年度は、旧介護予防事業における介護予防ケアマネジメントを計上。 

※平成 29年 11月末までの累計 
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（イ）一般介護予防事業  

人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域

づくり、生きがい・役割をもって生活できる地域を構築し、介護予防を推進することを

目的として実施します。 

介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業、一般介護予

防事業評価事業及び地域リハビリテーション活動支援事業の５つの事業類型があり、次

に掲げる方々が対象となります。 

 

 

 

 

 

 

① 介護予防把握事業                                

 

平成 28年度から、介護予防・日常生活支援総合事業が開始され、介護保険の認定を

受けていなくても基本チェックリスト及び地域包括支援センターによるアセスメント

から事業対象者として該当する方は、介護予防・生活支援サービスが利用できるように

なりました。 

今後も、高齢者が要介護状態になることを予防するため、基本チェックリスト及びア

セスメントを適正に行い、事業対象者の把握に努めていきます。 

 

■基本チェックリスト実施状況                          （人） 

 
Ｈ27年度 平成 28年度 Ｈ29年度 

実施者数 － 95 70 

※ 平成 29年 11月末現在 

ａ）第１号被保険者（65歳以上の方全て） 

ｂ）その支援のための活動に関わる方 
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② 介護予防普及啓発事業                             

 

これまで取り組んできた下記の取組みの充実を図るとともに、高齢者の通いやすい場

所での実施を検討するなど、利用者の立場に立った上で、講座内容の見直しを適時・適

切に行いながら、介護予防の普及・啓発に努めます。 

 
 

■介護予防普及啓発事業（教室・出前講座）の実施状況 

ａ）「ながちか（長親）体操」 

 運動機能等の維持を目的とする体操プログラムとして、平成 24 年度に作成した市独

自の健康長寿体操 

 実  績 

平成 24年度 

・体操プログラムの開発 

・ＣＤの制作 

・ながちか（長親）体操サポーター養成講座実施 

平成 25年度 

・ＤＶＤの制作・配布（自治会や各施設等） 

・行田ケーブルテレビでの放映 

・ながちか（長親）体操サポーター養成講座実施 

平成 26年度 

・行田ケーブルテレビでの定時放映 

・ながちか（長親）体操サポーター養成講座実施 

・自治会事業等における「ながちか（長親）体操」サポーターの活用 

平成 27年度 

・行田ケーブルテレビでの定時放映 

・ながちか（長親）体操サポーター養成講座実施 

・自治会事業等における「ながちか（長親）体操」サポーターの活用 

・はつらつ教室、楽らく長生き講座にて講習 

平成 28年度 

・行田ケーブルテレビでの定時放映 

・「みんなでラジオ体操＆ながちか（長親）体操」イベント実施 

・はつらつ教室、楽らく長生き講座にて講習 

・敬老祝賀式典において実演 

平成 29年度 

・行田ケーブルテレビでの定時放映 

・「みんなでラジオ体操＆ながちか（長親）体操」イベント実施 

・はつらつ教室、楽らく長生き講座にて講習 

・敬老祝賀式典において実演 
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ｂ）はつらつ教室 

 公民館で行われる高齢者学級と共催で、介護予防に資する基本的な運動、栄養、口腔、

認知症予防等に関する教室 

 Ｈ27年度 Ｈ28年度 H29年度 

実施回数（回） 48 48 45 

延べ参加者数（人） 1,094 1,129 1,025 

 

ｃ）楽らく長生き講座 

 体操・運動・栄養・口腔・認知機能低下予防を「知る」「学ぶ」「体験する」ための出

前講座 

 Ｈ27年度 Ｈ28年度 H29年度 

実施回数（回） 25 28 16 

延べ参加者数（人） 695 1,293 819 

※ 平成 29年 11月末現在 

 

ｄ）いきいき栄養教室 

 調理実習と講義を交えながら、高齢期の栄養改善について学ぶ教室（市内公民館等で

開催） 

 Ｈ27年度 Ｈ28年度 H29年度 

実施回数（回） 3 2  

延べ参加者数（人） 52 23  

※ 年度内に実施予定 
  

ｅ）アクアフィットネス教室 

水中での筋トレやウォーキング、アクアビクスなどを行い、陸上では膝や腰に痛みや

不安のある方でも気軽に参加できる教室（市民プール及び総合福祉会館内プールにて、

５回／コースを年間 3 コース実施） 

 Ｈ27年度 Ｈ28年度 H29年度 

実施回数（回） 15 15 15 

延べ参加者数（人） 141 186 213 

※ 平成 29年 11月末現在 
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ｆ）チャレンジ・ザ・ジム！ 

市内の民間フィットネスクラブと提携し、3 ヶ月間で 12 回フィットネスクラブに通

うことで、運動及び外出の習慣が継続できるよう支援する事業 

 Ｈ27年度 Ｈ28年度 H29年度 

実施回数（回） 2 2 1 

延べ参加者数（人） 1,283 310  

※ 平成 29年 11月末現在（１期目を実施中のため、人数未記入） 
 

ｇ）エンジョイ！やすらぎ事業 

 社会福祉協議会への委託事業であり、地域の高齢者が様々なメニューの中から希望す

る講座を選択し、自ら活動に参加することで、閉じこもり防止や生活機能の維持・向上

を図り、介護予防につながるよう支援する事業 

 Ｈ29年度 Ｈ28年度 H29年度 

高齢者カラオケ 
実施回数（回） 8 8 

 
延べ参加者数（人） 224 216  

骨盤シェイプアップ 
実施回数（回） 8 10 5 

延べ参加者数（人） 112 130 66 

高齢者マージャン 
実施回数（回） 16 15 5 

延べ参加者数（人） 308 288 87 

高齢者水泳 
実施回数（回） 8 8 8 

延べ参加者数（人） 92 106 108 

高齢者脳トレ体操 
実施回数（回） 4 9  

延べ参加者数（人） 72 147  

※ 平成 29年 11月末現在。実施中のものあり 

 

③ 地域介護予防活動支援事業                          

 

地域において「ながちか（長親）体操」の普及啓発を行うサポーターの養成に取り組

み、フォローアップ研修を実施してきたところですが、既存のサポーター間での更なる

情報共有や質的な向上を目指し、自主グループを立ち上げ、日々の情報交換やイベント

で体操を実施するなどの活動をしています。今後もサポーターの活躍の場の確保及び自

立した活動への支援に重点的に取り組みます。 

 また、身近な地域における介護予防の実践の場として、シニアクラブやいきいきサロ

ンなどの活用を含め、介護予防を目的とした通いの場の充実を図ることにより、元気な

高齢者が支援を必要とする高齢者の支え手となることができるような仕組みの構築を

目指します。 
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④ 一般介護予防事業評価事業                              

 

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証することで、一般介護予防事業

の事業評価を行います。 

これまで、一般介護予防事業修了者等に対するアンケート調査の実施を通じて、事業

効果を検証しながら事業内容の見直しの検討を行う他、サービスを必要とする方に対し

適正なサービスの紹介を行ってきました。 

引き続き、同様の評価事業を行うことで、より効率的・効果的な介護予防事業の運営

につなげられるよう努めます。 

 

 

⑤ 地域リハビリテーション活動支援事業                    

 

地域における介護予防の取組みを強化するために、新たに創設される事業です。 

リハビリテーション専門職等と地域包括支援センターとの連携を図りながら、通所や

訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、地域住民の運営する通いの場等にリハビリ

テーション専門職等を派遣することなどを通じて、当該職にある者の関与を促し、介護

予防の取り組みを総合的に支援していきます。 

 

 

■地域リハビリテーション活動支援事業の展開  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
リハビリテーション専門職等

地域包括支援センター

連携

定期的に関与する

ことにより、自立支

援のプロセスを参

加者全員で共有し、

個々人の介護予防

ケアマネジメント力

の向上につなげる。

定期的に関与することにより、介

護職員等への助言等を実施する

ことで、通所や訪問における自立

支援に資する取組みを促す。

訪 問

住民運営の通いの場

定期的に関与することにより、

要介護状態になっても参加し

続けることのできる通いの場

を地域に展開する。

地域ケア会議等

通 所
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イ 包括的支援事業※1の充実                              

 

包括的支援事業は、以下に掲げる５つの事業にて構成され、第６期介護保険事業計画

から事業に取り組んできましたが、引き続き各種構成事業の充実を図り、地域包括ケア

システムの構築をより一層推進していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※１ 被保険者の介護予防等のために必要となる事業や、その提供に関する援助、保健医療の向上等を図

るための総合的な支援、虐待防止など権利擁護に関する援助及び地域において自立した日常生活を営

めるよう包括的かつ継続的な支援を行う事業 

 
 
 

(ア) 地域包括支援センターの運営 

 

① 地域包括ケアシステム深化・推進への対応                   

 

地域包括支援センターは、行政機能の一部を担いつつ、地域住民に一番身近な機関と

して、条例の規定に基づき設置されたものであり、地域包括ケアシステムの深化・推進

における中心的な役割を果たす存在として、その重要性がより増しています。 

ついては、その求められる役割を正しく認識し、包括的支援事業を適正に実施してい

くため、次に掲げる各種施策の展開により、地域包括支援センターの機能強化を戦略

的・複合的に図ります。 

 

ａ）市による明確な運営方針の提示及び市の基幹型機能の保持 

ｂ）条例基準に合致する地域包括支援センターの設置数の確保及び人員体制の強化 

ｃ）機能強化型地域包括支援センターの継続的設置及び各センター間の機能分担・連

携強化による効率的・効果的な運営の実現 

ｄ）地域包括支援センターの取組みに関する広報活動や情報公開 

ｅ）市及び地域包括支援センター運営協議会による継続的な評価や点検機能の強化 

 

包括的支援事業  

（ア） 地域包括支援センターの運営 

（イ） 地域ケア会議 

（ウ） 在宅医療・介護連携事業 

（エ） 認知症総合支援事業（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 等） 

（オ） 生活支援体制整備事業（コーディネーターの配置、協議体の設置等） 
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■地域包括支援センターの機能強化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援センターの適正かつ効果的・効率的な運営を確保するために、年２回開

催される地域包括支援センター運営協議会において、各地域包括支援センターの活動や

運営状況について引き続き確認、点検する他、市による３年毎の実地指導及び監査を実

施します。 

また、地域包括支援センターは自らの活動について評価（自己評価）するとともに、

国が策定する全国統一の評価指標をもとに、地域包括支援センターの業務の状況や量の

程度を把握し、各地域包括支援センターを比較評価することにより、地域包括支援セン

ターの業務水準を引き上げ、適正な運営を図ります。 

多職種協働による個別事例の
ケアマネジメントの充実と地
域課題の解決による地域包括
ケアシステムの構築。

早期診断・早期対応等により、認
知症になっても住み慣れた地域で
暮らし続けられる支援体制づくり
など、認知症施策を推進。

地域医師会等との連携により、在
宅医療・介護の一体的な提供体制
を構築。

市

運営方針の策定・新総合事業の実施・地域ケア会議の実施等

在宅医療・介護連携

認知症初期集中支援チーム

認知症地域支援推進員

介護予防の推進

地域ケア会議

包括的支援業務
介護予防ケアマネジメント

地域包括支援センター
※ 地域の実情を踏まえ、基幹的な役割
のセンターや機能強化型のセンター
を位置づけるなどセンター間の役割
分担・連携を強化。

高齢者のニーズとボランティア等の
地域資源とのマッチングにより、多様
な主体による生活支援を充実。

多様な参加の場づくりとリハ
ビリ専門職の適切な関与によ
り、高齢者が生きがいをもっ
て生活できるよう支援。

従来の業務を評価・改善す
ることにより、地域包括ケ
アの取組みを充実。

生活支援コーディネーター



14 

 

② 地域包括支援センター運営の方向性                      

 

第６期計画期間中における地域包括支援センターの設置数は４か所としていました

が、本計画期間中の地域包括支援センター設置数については、高齢化の進展に伴う第１

号被保険者の増加を見込み、行田市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準

を定める条例（以下、「包括条例」という。）の規定に基づき、１か所を増設し、５か所

体制にしていきます。また、増設分を含めた５か所全てについて、法人への委託により

運営していきます。 

また、委託先については、包括条例に規定する人員の確保及び地域包括支援センター

の安定的な運営が可能であり、包括的支援事業を適正に実施できる法人とします。 

なお、地域共生社会の実現に向けた取り組みの一環として、対象者を高齢者に限定せ

ず、子ども、障害者などを含めた支援を必要とする全ての住民の生活課題を支援するた

めの体制づくりについての検討を行います。 

※ 平成 20 年度から平成 23 年度（第３期～第４期計画期間）にかけての４年間は、職員配置が困難とな

った１か所には委託せず、３か所体制による運営としていました。 

その間は、１センター当たりの職員数を増員するとともに、担当地区割を変更するなどして対応して

きましたが、高齢化の進展に伴う業務量の増大等を考慮し、平成 24年度（第５期計画期間）からは再び

新たな委託先を確保することで、４か所体制による運営としています。 

※ 包括条例では一の地域包括支援センターが担当する区域における第１号被保険者の数がおおむね

3,000人以上 6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数を定めています。 

 

 

③ 地域包括支援センター運営協議会の設置・運営                 

 

地域包括支援センターの適切、公正かつ中立的な運営を確保するため、学識経験者や

医療・福祉関係者等で構成する運営協議会を設置し、センターの業務に係る方針や運営

等について審議するとともに、各業務の評価等を行っています。センターの担当圏域や、

設置・変更・廃止などに関する決定に当たっても、運営協議会が関与することになりま

す。 

なお、地域包括支援センターの評価にあたっては、国が策定する評価指標に用いて適

正に行います。 

第７期計画期間においても、透明性の高いセンター運営を確保するため、市民に対し、

センターの役割や業務内容を分かりやすく伝えるよう、周知活動にも注力していきます。 
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④ 地域包括支援センター相談協力員との連携                   

 

地域包括支援センター相談協力員は、本市独自の取組みとして、地域の高齢者の抱え

る諸課題を把握し、地域包括支援センターへとつなげる橋渡し役を担っています。 

自治会毎に１～２名の方を委嘱するとともに、研修会の実施を通じて、その資質向上

を図っています。 

地域包括ケアシステムの実現を目指す上で、市民の理解と協力は欠くことのできない

重要な要素であり、地域の中で市民が果たす役割は、より大きなものとなっていきます。 

相談協力員が地域に根差した活動を展開できるよう、引き続き、地域支援ネットワー

ク会議（○頁において詳述）の開催等を通じて、連携強化を図っていきます。 
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⑤ 第６期までの地域包括支援センターの担当圏域                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域包括支援センターの設置・運営状況（人口は平成 29 年 6月１日現在） 

センター名／委託先 所在地 人口（うち高齢者数） 担当地域 

地域包括支援センター緑風苑 
／社会福祉法人清幸会 

須加 1563 20,800（6,055） 
佐間・長野・須加 
北河原 

地域包括支援センターまきば園 
／社会福祉法人隼人会 

白川戸 275 19,425（5,957） 
行田・星河・荒木 
星宮・南河原 

地域包括支援センター壮幸会 
／社会医療法人壮幸会 

下忍 1162-14 23,854（6,416） 持田・太井・下忍 

地域包括支援センターふぁみぃゆ 
／社会福祉法人瑞穂会 

下須戸 65-1 18,356（5,550） 忍・埼玉・太田 

計 82,435（23,978） 

※ 地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、その心身の健康の保持

及び生活の安定のために必要な援助を行う施設 
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⑥ 地域包括支援センターケア会議の開催                     

 

現   状 

各地域包括支援センターの抱える処遇困難事例に対応することや、国や県、市の需要

施策の研修等を行うため、市独自の会議として開催しています。 

会議では、情報交換や事例検討を定期的に行っているほか、センター職員の資質向上

や業務遂行能力の均衡等を図るため、助言や指導等を行っています。 

 

■地域包括支援センターケア会議及び専門部会の開催状況              （回） 

 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 

包括ケア会議 10 10 7 

専門職による専門部会 32 33 25 

※Ｈ29年度欄は平成 29年 11月末日現在 

今後の方向性 

地域包括ケアシステムの構築推進と地域包括支援センターの機能をより強化するた

め、引き続き地域包括支援センターケア会議を開催し、情報交換や連携を図る場として

活用することで、センター職員の資質向上に努めます。 

 

 

⑦ 総合相談支援業務（地域包括支援センター）                  

 

現   状 

高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、地域における適切

な保健・医療・福祉サービスや、適切な機関または制度の利用につなげるための支援を

行っています。 

■総合相談支援業務の実施状況                                （件） 

 
Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 

相談件数 5,905 6,504 4,094 

※Ｈ29年度欄は平成 29年 11月末日現在 

今後の方向性 

経済的困窮や精神疾患等による処遇困難事例も増加していることから、高齢者やその

家族の様々な課題に慎重に対処していくため、支援を必要とする高齢者の状況を正確に

把握し、初期段階での相談対応や継続的・専門的な相談支援を行うことで、引き続き、

適切なサービスや機関等へとつなげられるよう努めます。 
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⑧ 権利擁護業務（地域包括支援センター）                     

 

現   状 

社会福祉士等が、成年後見制度の活用促進や、高齢者虐待や処遇困難事例、消費者被

害の防止など、高齢者の権利擁護に関する相談への対応や支援等を行っています。 

 

■権利擁護業務の実施状況                                 （件） 

 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 

成年後見制度の活用 6 3 0 

高齢者虐待への対応 25 27 11 

※Ｈ29年度欄は平成 29年 11月末日現在 

今後の方向性 

権利擁護に関する関係法律や制度等の活用により、引き続き、権利救済に努めるとと

もに、より効率的・効果的な支援を行うため、社会福祉協議会やＮＰＯなど関係機関と

の連携を深めながら、センター職員の能力の向上を促進します。 

 

 

⑨ 包括的・継続的ケアマネジメント業務（地域包括支援センター）         

 

現   状 

要介護・要支援者の介護支援専門員（通称：ケアマネジャー）や主治医など、地域に

おける介護・医療等に関する多職種が連携・協働することにより、当該高齢者の日常生

活を包括的かつ継続的に支援するとともに、ケアマネジャーの抱える処遇困難事例等に

対する支援を行っています。 

 

■包括的・継続的ケアマネジメント業務の実施状況 

 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 

相談件数（件） 660 901 496 

圏域別サービス担当者会議（回） 308 337 177 

※Ｈ29年度欄は平成 29年 11月末日現在 

今後の方向性 

各医療機関やサービス事業者、地域住民等とのネットワークづくりをさらに推進し、

引き続き、支援を必要とする高齢者への切れ目ないサービスの提供へとつなげられるよ

う努めます。 
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⑩ 地域支援ネットワーク会議の開催                       

 

現   状 

支援を必要とする高齢者等の把握を行い、必要な支援へとつなげることができるよう、

地域の民生委員や地域包括支援センター相談協力員、社会福祉協議会等と連携し、地域

包括支援センターの担当圏域毎に、市独自の会議を開催しています。 

平成 29 年度からは、生活支援コーディネーターも参加し、地域の生活課題の把握や

生活支援に関する資源について、地域毎に把握し、生活支援体制整備事業の協議体とし

ての機能も持たせています。 

 

■地域支援ネットワーク会議の開催状況                            （回） 

 
Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 

担当圏域毎の会議 28 40 33 

※Ｈ29年度欄は平成 29年 11月末日現在 

 

今後の方向性 

高齢者が地域の中で抱える問題は、地域包括支援センターのみで解決できるものでは

ないことから、ネットワーク会議の開催を通じて、引き続き、関係機関や地域住民との

連携を深めながら、高齢者の支援へとつなげていきます。 

また、関係者間で処遇困難事例の検討を行うなど、あらゆる機会を通じて、連携体制

の構築を図ります。 
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（イ） 地域ケア会議の推進                           

地域ケア会議は、介護保険法第115条の48の規定及び行田市地域ケア会議設置要綱に

基づき開催される会議で、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の

整備とを同時に進めていく、地域包括ケアシステムの実現に向けた手法です。 
具体的には、市及び地域包括支援センターが主催し、多職種や住民を交えて個別事例

の検討を行いながら、関係者間のネットワークの構築や地域の社会資源の把握や地域課

題を共有するとともに、その解決のための政策形成を行っていきます。 

地域ケア会議は、市主催で実施する地域ケア推進会議と地域包括支援センターが主催

する地域ケア個別会議を実施しています。 

 

現  状 

 

① 地域ケア推進会議                              

 

地域ケア推進会議は、市が主催して平成 29年度から実施しています。 

平成 29 年度に、国、県のモデル事業に指定され、自立支援型地域ケア会議を開催し

てきました。 

自立支援型地域ケア会議は、高齢者本人の自己実現に資する介護予防活動や生活支援、

介護サービス等を提供するため、高齢者の生活の質の向上を目指し、多職種（歯科医師、

薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士）の助言を得ながら、自立支援、介護予

防、重度化防止の観点から、ケアマネジメントサービス提供の方向性を一致させていく

会議の手法です。 

また、高齢者の個別課題や目標の検討を行いながら、地域の課題や不足する資源、開

発すべき資源やサービスの把握、検討を行っています。 

 

■地域ケア推進会議の開催数       （回） 

 平成 29年度 

開催数 4 

※ 平成 29年 11月末までの累計 
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② 地域ケア個別会議                               

 

地域ケア個別会議は、地域包括支援センターが主催で実施しています。 

地域ケア個別会議は、高齢者に関わる地域の関係者（担当ケアマネージャー、サービ

ス提供事業者、自治会、民生委員、地域包括支援センター相談協力員、家族、警察、医

療機関等）に参加していただき、主に処遇困難事例を中心に、高齢者の個別課題の検討

を行っている会議で、関係者のネットワーク構築や生活支援に関することを協議するた

めに開催しています。 

 

■地域ケア個別会議の開催数                        （回） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

機能強化型地域包括支援センター緑風苑 7 8 4 

地域包括支援センター壮幸会 1 0 1 

地域包括支援センターまきば園 2 0 1 

地域包括支援センターふぁみぃゆ 3 2 1 

合計 13 10 7 

※ 平成 29年 11月末までの累計 

 

今後の方向性 

地域ケアシステムの構築推進のために、介護予防、重度化防止の視点の視点を踏まえ

ながら、地域ケア推進会議は自立支援型地域ケア会議の手法で引き続き開催していきま

す。また、会議を定例化し、継続的に実施していきます。 

また、地域ケア個別会議も地域の支援者のネットワークを構築できるように、継続的

に実施します。 

市は、地域包括支援センターが適切に地域ケア個別会議を実施できるように指導する

とともに、機能強化型地域包括支援センター緑風苑が、他の地域包括支援センターを後

方支援していきます。 
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（ウ）在宅医療・介護連携の推進 

たとえ疾病を抱えても、自宅等の住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい生活を継

続していくことのできるよう、地域における医療・介護の関係機関が連携して、包括的

かつ継続的な在宅医療・介護の提供を行います。 

市が中心となり、市医師会や市歯科医師会、各種介護事業所連絡会等と緊密に連携し

ながら、地域の関係機関の連携体制の整備を図り、在宅医療・介護の一体的な提供体制

の構築に向け、連携における課題の解決のための協議や事業を展開しています。 

 

 

■在宅医療・介護連携事業のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携

地域包括支援センター
在宅医療連携拠点機能

（市町村、医師会等）

在宅療養支援診療所
（無床）（１人開業医）

在宅療養支援病院
在宅療養支援診療所

（有床）

薬局、訪問看護
ステーション等

介護サービス事業所関係機関の

連携体制の

構築支援

一時入院

訪問診療

訪問看護等

介護サービス

訪問診療

２４時間体制
の支援

訪問診療

入院（急変時の一時受け入れ）

・地域の医療・介護関係者

による協議の開催

・医療・介護関係機関の

連携促進

・在宅医療に関する人材

育成や普及啓発

２４時間在宅医療提供体制
の支援（１人開業医等の夜間
対応の支援、急変時の一時
受け入れ、レスパイト等）

在宅医療において積極的
役割を担う医療機関
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現  状 

■在宅医療・介護連携推進事業の状況 

在宅医療・介護連携推進事業 Ｈ27年度～平成 29 年度の実施内容 

（ア）地域の医療・介護

の資源の把握 

事業所アンケートを実施。それにより事業所マップを市ホーム

ページ上に作成。毎月 1 回、三師会（医師会、歯科医師会、薬

剤師会）と打ち合わせを実施し、師会の状況を把握。 

（イ）在宅医療・介護連携の

課題の抽出と対応策の検討 

在宅医療と介護の多職種合同意見交換会を 4 回実施済み。そこ

で、医療と介護の連携の課題や解決策等の検討、事例を用いて

各職種の役割をお互いに認識した。平成 28年 8月には、医療、

介護、行政、福祉関係の代表者で組織する在宅医療・介護連携

推進協議会を発足。平成 29 年 9 月より協議会の下部組織として

作業部会が発足。入退院調整、研修、患者情報共有、普及啓発

についての課題と解決策の検討を開始。 

（ウ）切れ目のない在宅医療

と在宅介護の提供体制の構

築推進 

平成 28年 3月に埼玉県医療整備課の在宅医療提供推進体制整備

拠点が市医師会に置かれた。平成 27年 4 月に地域在宅歯科推進

拠点も設置、稼動開始。平成 28 年 4月から機能強化型地域包括

支援センターを設置し、在宅医療と介護の連携における業務を

一部委託。 

推進協議会の作業部会で ICT 活用した情報共有や、入退院時調

整等を検討開始。 

（エ）医療・介護関係者の情

報共有の支援 

埼玉県医療整備課による在宅医療提供体制充実支援事業による

ICT情報共有ツールを医師会が導入。行田市在宅医療・介護連携

推進協議会で運用ルール等を設定。ICTの活用について、市主催

で研修を実施。推進協議会の作業部会において、紙ベースでの

共有シートの検討開始。 

（オ）在宅医療・介護連携に

関する相談支援 

平成 28年 3月に埼玉県医療整備課の在宅医療提供推進体制整備

拠点が市医師会に置かれた。平成 27年 4 月に地域在宅歯科推進

拠点も設置、稼動開始。平成 28 年 4月～機能強化型地域包括支

援センターを設置し、在宅医療と介護の連携における業務を一

部委託 

（カ）医療・介護関係者の研

修 

在宅医療と介護の多職種合同意見交換会を４回実施し、その中

で研修を行なった。 

また、業種別の会議、ケアマネ会議等で、医療研修、地域包括

ケアシステム等の研修を実施。平成 29 年 11 月に推進協議会主

催の研修を実施。 
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（キ）地域住民への普及啓発 

行田市医師会主催の市民向けのフォーラムにおいて「地域包括

ケア」をテーマとしシンポジウム、講演を開催。市は後援。 

市ホームページに在宅医療・介護連携推進事業のページを開設。

地域包括ケアシステムについて、医療介護連携を含め、市報で

特集として掲載。民生委員協議会に向け講義を実施。 

（ク）在宅医療・介護連携に

関する関係市区町村の連携 
利根圏域である加須市、羽生市と連絡会議を 1回実施した。 

 

 

① 行田市在宅医療・介護連携推進協議会                     

 

 地域における保健、医療、介護及び福祉に関する関係者相互間の在宅医療及び介護に

対する理解を深めるとともに、連携を円滑にするため、行田市在宅医療・介護連携推進

協議会を設置し、医療と介護の連携に関する様々な課題解決に関する協議を行っていま

す。 

 

■行田市在宅医療・介護連携推進協議会の状況                 （回） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

開催数 － 1 1 

※ 平成 29年 11月末までの累計 

 

 

② 行田市在宅医療・介護連携推進協議会 作業部会                

 

先述の行田市在宅医療・介護連携推進協議会で出された課題を具体的に解決していく

ために、平成 29年度から作業部会を設置しています。 

■行田市在宅医療・介護連携推進協議会 作業部会の状況              （回） 

 
入退院調整部会 研修部会 

患者情報共有・

ICT部会 
普及啓発部会 

平成 29年度 2 2 3 3 

※ 平成 29年 11月末までの累計 
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③ 行田市在宅医療支援センター（仮称）と機能強化型地域包括支援センター     

 

埼玉県では、平成 27年度から在宅医療や在宅療養における医療相談や支援の窓口と

して、「在宅医療連携推進拠点」を県内郡市医師会に委託し設置をしています。 

平成 30年度からは、この事業は市で実施している在宅医療・介護連携推進事業に引

き継がれ、市が市医師会に委託し「（仮称）行田市在宅医療支援センター」として設置

する予定です。 

「（仮称）行田市在宅医療支援センター」では、医療、福祉の両方に精通したケアマ

ージャーの資格を持つ看護師等の専門職を配置し、在宅医療に関する高齢者本人、家族、

地域包括支援センター職員等からの在宅医療・介護連携に関する事項の相談を受けます。

それに加え、医療、介護関係者の研修の実施や在宅医療、介護に関し、市民への周知を

図るための広報活動も実施します。 

また、必要に応じて、退院の際の地域の医療関係者と介護関係者の連携調整や高齢者

本人や家族に対して地域の医療機関や介護事業所の紹介を行っていきます。 

機能強化型地域包括支援センターにおいても、在宅医療の相談機能を設置しています。

機能強化型地域包括支援センターでは主に介護事業関係者からの医療相談を受け、（仮

称）行田市在宅医療支援センターへの連絡調整行うとともに、地域包括支援センター間

の在宅医療・介護連携に関する調整を行っていきます。 

 

今後の方向性 

今後は、在宅医療を担う医師を初めとする在宅医の確保や居宅介護サービスの人材の

確保も課題と考えられ、人材確保対策や人材不足を補う連携システムの工夫も必要とな

ります。 

また、本事業において開発や導入された連携シートやツールの関係機関への普及、市

民への啓発普及が課題になると考えられます。 

今後、この取り組みには新たな課題が出てくるとも思われるます。 

そのため、在宅医療と介護の連携がさらに円滑になるよう、行田市在宅医療・介護連

携推進協議会の議論を継続し、また市医師会はじめ各介護事業所連絡会とも綿密に連携

し、様々な事業や取り組みを行っていきます。 
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（エ）認知症総合支援事業 

 高齢化の進展により、認知症の方は増加すると予測されており、平成 24年には全国

の認知症高齢者数が 462万人と推計されており、平成 37年には約 700万人に達すると

予測されています。 

また、若くして認知症を発症する方も少なからずいることから、早期診断・早期対応

等により、高齢者だけでなく全ての被保険者が、認知症になっても住み慣れた地域で安

心して暮らし続けることのできる支援体制を構築するため、行田市認知症総合支援事業

実施要綱に基づき「認知症総合支援事業」を実施しています。 

具体的には、認知症地域支援推進員※１の配置や、認知症初期集中支援チーム※２を設

置し各種事業を展開しています。 

本市では、国の「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」で掲げられた｢認知

症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域の良い環境で暮らし続

けることができる社会」の早期実現を目指し、高齢者福祉施策や任意事業とも関連性を

持たせながら積極的に推進していきます。 

※１ 認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けられるよう、医療機関やサービス事業所、

地域の支援機関等をつなぐ連携支援や相談業務等を行う、専任の企画調整担当者  

※２ 認知症の疑われる人やその家族等を訪問し、アセスメントや家族支援などの初期の支援を包括的・

集中的に行い、自立生活のサポートを行う複数の専門職からなるチーム 

 

■認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●認知症集中支援チーム

複数の専門職による個別の訪問支援

（受診奨励や本人・家族へのサポート等)

認知症サポート医で
ある専門医（嘱託）

医療系＋介護系職員（保健師、看護師、介護
福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士等）

●認知症地域支援推進員

地域の実態に応じた認知症施策の推進

（医療・介護・地域資源と専門相談等）保健師、看護師等

●かかりつけ医・歯科医

●専門医療機関（認知症疾患医療センター等）

本人 家族

相談

助
言
・
指
導

相
談

情
報
提
供

近隣地域

訪問（観察・評価）

紹介

診断・指導

診療

日常診療

情報提供・相談

助言・指導

連携

専門医

○ 専門的な鑑別診断
○ 定期的なアセスメント
○ 行動・心理症状外来対応
○ 地域連携

派遣

紹介診断・指導

助言
指導

相談
情報提供

訪問担当者

地域包括支援センター・認知症疾患医療センター等に設置
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現  状 

 

① 認知症地域支援推進員の配置                         

 

 認知症地域支援推進員は、認知症の方への支援施策を中心的に企画し、調整する専門

員で、市高齢者福祉課及び機能強化型地域包括支援センターに配置しています。 

 また、それぞれに配置した認知症地域支援推進員は常に連携し、市の認知症施策全体

の推進を検討し、中心的に企画提案を行っています。 

 

■認知症地域支援推進員の状況                          （人） 

 
Ｈ27年度 Ｈ28年度 平成 29年度 

認知症地域支援推進員の配置状況 2 4 5 

 

■認知症地域支援推進員会議の開催数                       （回） 

 
Ｈ27年度 Ｈ28年度 平成 29年度 

開催数 - -  

 

 

② 認知症初期集中支援事業                           

 

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮

らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チ

ーム」を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援を実施しています。 

 

■認知症初期集中支援事業の状況 

 Ｈ27年度 Ｈ28年度 平成 29年度 

認知症初期集中支援チーム（チーム数） - 1 1 

認知症初期集中支援チーム対応件数 - 1 1 

※ Ｈ29年度欄は平成 29年 11月末現在 
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③ その他の認知症支援事業                           

 

 認知症の方のケアの向上ための取り組みを実施しています。 

 

■その他の事業の状況 

 Ｈ27年度 Ｈ28年度 平成 29年度 

認知症相談（延べ人数） 3 4  

認知症ケアパスの作成 作成済 改正 - 

※Ｈ29年度欄は平成 29年 11月末現在 

 

【行田市認知症ケアパス：「認知症あんしんガイドブック」】 

 

 

 

今後の方向性 

 認知症相談については、認知症初期集中支援事業と内容が重複していることから、今

後は廃止とし、認知症初期集中支援事業を継続し、さらに充実させ、活用してきます。 

 今後も認知症地域支援推進員を中心に、認知症の方のケア向上ために、埼玉県が設置

している認知症疾患医療センター等、認知症ケアに関係する機関や職種とのネットワー

ク構築をさらに推進し、認知症カフェに対する企画提案、認知症サポーター養成講座の

開催提案等を行います。 

また、認知症ケアに携わる多職種協働のための研修も検討していきます。 
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（オ）生活支援サービスの体制整備 

ひとり暮らしや高齢者のみの世帯の増加に伴い、支援を必要とする高齢者が増加する

中で、高齢者の方々が住み慣れた地域で生き生きと暮らし続けるためには、地域やボラ

ンティア、ＮＰＯ、民間企業等の多様な主体による生活支援サービスの提供が求められ

ております。 

こうした地域全体で多様な主体によるサービスの提供を推進するため、生活支援コー

ディネーター（地域支え合い推進員）※１や協議体の設置等を行っておりますが、より

地域に密着した支援体制の強化を図ることを目的に、日常生活圏域単位での生活支援コ

ーディネーターや協議体の設置に努めます。 

生活支援コーディネーターや協議体は、生活支援サービスを効果的に提供するために、

既存のボランティア、ＮＰＯ等を把握するだけでなく、新たな担い手の育成や生活支援

のニーズの掘り起こしにより、生活支援ニーズと担い手とのマッチングを行います。 

また、高齢者自らが社会的役割を持つことが、自身の生きがいや介護予防へとつなが

ることから、高齢者の社会参加の促進と生活支援サービスの充実を一体的に捉え、意欲

と能力のある高齢者が「支える側」に回れるような仕組みや体制も勘案しながら、実現

に向けた取組みを段階的に推進していきます。 
 

※１ 地域の中で生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能（主に資源

開発やネットワーク構築等）を果たす者 

 

■生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活支援の担い手

としての社会参加

○ニーズにあった多様なサービス種別

○住民主体、ＮＰＯ、民間企業等多様な

主体によるサービス提供

・地域サロンの開催

・見守り、安否確認

・外出支援

・買い物、調理、掃除などの家事支援 等

○現役時代の能力を活かした活動

○興味関心がある活動

○新たにチャレンジする活動

・一般就労、起業

・趣味活動

・健康づくり活動、地域活動

・ボランティア活動 等

生活支援サービス 高齢者の社会参加
地域住民の参加

市を核とした支援体制の充実・強化

バックアップ
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■第１層、第２層のイメージ図 
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ウ 任意事業                               

 

高齢者が住み慣れた地域で、安心してその人らしい生活を継続していけるよう、介護

保険事業の運営の安定化を図りながら、被保険者及び要介護者を現に介護する方に対し、

地域の実情に応じて必要な支援を行うための事業です。 

 

（ア）家族介護支援事業 

介護方法の指導その他の要介護者を現に介護する方の支援のために必要となる事業

を実施しています。 

 

① 介護教室の開催                               

 

要介護状態の維持・改善を目的として、適切な介護知識や介護技術、外部サービスの

利用方法の習得等を内容とした教室を開催し、介護者を支援する事業です。 

 

現状と課題 

介護者や介護に関心のある方などに対し、適切な介護方法やサービス利用方法、介護

に関する知識や対応方法、介護者の心身のリフレッシュ方法等を伝えるため、地域包括

支援センターへの委託により教室を開催しています。 

介護に関する知識や方法について、より多くの方々に伝えられるよう、教室の周知に

努める必要があります。 

 

■家族介護教室の実施状況                                                     （回） 

 
Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 

実施回数 7 8 5 

※Ｈ29年度欄は平成 30年２月末現在 

今後の方向性 

正しい介護知識の伝達や介護者の心身のリフレッシュ等を行うことで、引き続き、介

護者の支援に努めるとともに、教室の存在を広く周知することで、介護について悩みを

抱える方はもとより、より多くの方々の参加を促進し、市民全体の理解や認識を高めら

れるよう努めます。 
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② 徘徊高齢者等早期発見シールの配布                       

 

現状と課題 

徘徊高齢者等の早期保護と事故の未然防止を図るとともに、徘徊高齢者等を在宅で介

護する介護者またはその家族の精神的負担の軽減を図るため、靴やサンダル、杖などそ

の他持ち物等に貼る反射シールの配布を行っています。 

登録者の捜索に役立つほか、保護された時の身元確認と家族への連絡を速やかに行え

るよう、登録者の情報は、行田警察署へ情報提供を行っています。 

対象者だけでなく、地域で見守りを行っていただくためにも、サービスの更なる周知

を行っていく必要があります。 

 

■シール配布状況                                （人） 

 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 

配布人数 12 16 17 

※Ｈ29年度欄は平成 29年 11月末現在 

今後の方向性 

 今後、高齢化の進展に伴い、認知症の方の増加が見込まれているため、引き続きシー

ルの配布及び周知を行うことで、徘徊高齢者等の早期保護と事故の未然防止、介護者の

負担軽減に努めます。 
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③ 徘徊高齢者等位置探索サービス事業                      

 

現状と課題 

徘徊高齢者の早期保護と安全確保を図るとともに、その介護者にかかる精神的負担の

軽減に資するため、徘徊高齢者の現在位置を知らせる端末機器の貸与等を行っています。 

徘徊高齢者等早期発見シールの交付事業も始まり、貸与件数の極めて少ない状況が続

いておりますが、早期発見シールと併用することで、更なる安全確保が図られることか

ら、今後もサービスの更なる周知が必要です。 

 

■位置探索サービス事業の実施状況                         （件） 

 
Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 

ＧＰＳ端末貸与数 0 1 1 

※Ｈ29年度欄は平成 29年 11月末日現在 

今後の方向性 

より効率的・効果的に見守りを実施できるよう、対象者の意見等を取り入れながら、

新たな機器導入の検討をしながら、利用者の増加を図り、徘徊高齢者等の問題に対して

総合的な見地から、事業・サービスを推進していきます。 
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④ 認知症サポーター養成講座                          

 

 認知症サポーター養成講座の企画・立案及び実施を行うキャラバン・メイトを養成す

るとともに、地域や職域において認知症の方とそのご家族を支える認知症サポーターの

養成を行うための事業です。 

 本市では、認知症に関する正しい知識や対応方法を学び、より多くの方に認知症の方

とそのご家族を見守る応援者（認知症サポーター）となっていただけるよう、認知症サ

ポーター養成講座を行っています。 

 

現状と課題 

厚生労働省の「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）～認知症高齢者等にや

さしい地域づくりに向けて～」の一環として、認知症サポーター※１を平成 32年度まで

に 1,200万人養成するとの目標が掲げられているとおり、全国でも講座が行われていま

す。 

本市においても、認知症になっても安心して暮らせるまちを目指して、市内の介護事

業所や公共施設等を利用し、認知症サポーター養成講座を定期的に開催するとともに、

市民や民間事業所、企業等が講座を開催する際の支援を行っています。 

認知症に対する市民の理解をさらに深め、市民全体での見守りの機運を高めるため、

さらに多くのサポーターの養成を進める必要があります。 

※１ 認知症の方とその介護者を見守り、応援者となるため、認知症に関する正しい知識と理解を身に着

けた一般市民 

 

■認知症サポーター養成講座の開催状況 

 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 

実施回数（回） 16 23 28 

参加者数（人） 424 742 567 

※Ｈ29年度欄は平成 29年 11月末現在（市の主催、事業者等の主催を全て含む） 

今後の方向性 

認知症高齢者を地域全体で見守っていくため、引き続き、講座の開催を通じてサポー

ターの養成に努めるとともに、市民や民間事業所等に対し、講座の存在を周知しながら、

その開催を支援していきます。 

なお、認知症等による高齢者の徘徊が社会的な問題となっていることから、養成講座

の開催にとどまらず、より早期に発見・保護を目指す仕組みとして、声かけに注目した

新たな取組みの導入や養成したサポーターへの研修会等についても検討していきます。 
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⑤ 要介護者等紙おむつ給付事業                         

 

現状と課題 

在宅で 40 歳以上の行田市の介護保険に加入している要介護 3 以上の方に対し、紙お

むつ及び尿取りパッドを給付し、本人及びその介護者の精神的、経済的負担等の軽減を

図っています。 

委託業者が宅配することに加え、紙おむつ等の種類も選択可能であり、さらに利用者

の費用負担もないことから、受益者負担の観点からサービス内容の見直しを検討する必

要があります。 

 

■紙おむつ給付事業の実施状況 

 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 

利用登録者数（人） 179 299 270 

支給総額（千円） 9,257 8,648  

※Ｈ29年度欄は平成 29年 11月 10日現在 

今後の方向性 

地域包括ケアシステムを構築する上で、在宅介護は欠くことのできない重要な要素で

もあることから、引き続き、紙おむつ等の給付を行うことで、被介護者及び介護者の負

担軽減に努めます。 

また、持続可能な事業運営を確保するため、適正な受益者負担の導入や、利用対象者

の見直しなど、適時・適切にサービス内容の見直しを図ります。 
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⑥ 認知症カフェ（オレンジカフェ）                       

 

現   状 

認知症の方やご家族、医療介護の専門職、地域住民、ボランティアなどが集まり介護

に関する専門職への相談や情報交換、当事者同士の交流等を気軽に行える機会を確保す

るため、市内に認知症カフェ（オレンジカフェ）を設置しています。 

今後も、認知症の方やご家族が住み慣れた地域で安心して生活していくため、より地

域に密着した認知症カフェにすべく、医療・介護分野をはじめとした各種団体とともに

協力し、更なる設置を進めていきます。 

また、そうした場があることを市民に把握してもらうため、チラシや認知症カフェマ

ップの作製等を行うなど普及啓発に努めます。 

 

■認知症カフェの実施状況 

 
Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 

実施回数（回） 2 3 18 

参加者数（人） 34 36 278 

※Ｈ29年度欄は平成 29年 9月末日現在  10、11月未提出の事業所あるため 
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（イ）その他の事業 

成年後見制度利用支援事業、福祉用具・住宅改修支援事業、認知症対応型共同生活介

護事業所の家賃等助成事業、地域自立生活支援事業の４つの事業類型のほか、介護保険

事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のために必

要な事業を実施することができます。 

本市では、これらのうち、次に掲げる３事業を実施しています。 

 

 

ａ 成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度の市申立て等を行う際に必要となる経費や、成年後見人等に支払う報酬

について、低所得者に対し助成等の支援を行う事業です。 

本市では、当該事業を実施するための予算を確保しているところですが、未だ利用は

ない状況です。今後、支援を行う必要が生じた際に迅速かつ的確に対応できるよう、引

き続き、予算の確保に努めます。 

 

■成年後見制度市長申し立て状況及び利用支援事業状況               （件） 

 
Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 

市長申し立て相談数 1 1  

市長申し立て数 0 1  

成年後見制度利用支援事業利用者数 0 1  

※Ｈ29年度欄は平成 30年３月１日現在 

 

ｂ 福祉用具・住宅改修支援事業 

福祉用具及び住宅改修に関する相談や助言、情報提供、連絡調整等を実施するととも

に、住宅改修費の支給申請に係る書類を作成した場合と、ケアマネジャーが改修の内容

及び必要性を記載した理由書を作成した場合の経費を助成する事業です。 

本市では、当該事業を実施し、高齢者が在宅で生活を継続できるよう支援しています。 

在宅での生活は、地域包括ケアシステムの構築を目指す上での基本であることから、

要介護者等が、住み慣れた自宅で日常生活を営むことのできるよう、引き続き、支援を

行います。 
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ｃ 地域自立生活支援事業 

高齢者の地域における自立した生活の継続を支援するための事業として、地域資源を

活用したネットワーク形成に資するために行う事業です。 

栄養改善の必要な高齢者に対し、配食の支援を活用して高齢者の状況を定期的に把握

するとともに、必要に応じて市へ報告を行います。 

 

① 高齢者等配食サービス事業                          

 

現   状 

自ら食事の支度をすることが困難で、かつ、他の誰からも食事の提供を受けられない

高齢者に対し、栄養バランスの取れた食事を宅配することで、その健康保持を図るとと

もに、安否の確認等を行っています。 

 

■配食サービス事業の実施状況                            

 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 

利用登録者数(人) 148 140 141 

給付総額（千円） 9,436 8,918 5,671 

※Ｈ29年度欄は平成 29年 11月末日現在 

今後の方向性 

平成 30 年度に事業内容の見直しを行い、より効率的・効果的なサービスの実施を目

指していくところです。 

在宅での生活は、地域包括ケアシステムの構築を目指す上での基本であることから、

食事の援助を必要とする高齢者が、住み慣れた自宅で日常生活を営むことのできるよう、

引き続き、サービスを実施していきます。 
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３ 介護給付等費用適正化事業の推進                    

 

介護給付等について、真に必要な介護サービス以外の不要なサービスが提供されてい

ないかの検証など、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、

介護給付等に要する費用の適正化のための事業を実施しています。 

 

現   状 

介護認定調査の状況に係る点検や、ケアプランの点検、住宅改修等の点検、医療情報

との突合・縦覧点検及び介護給付費通知を行うことで、介護給付等に要する費用の適正

化に努めています。 

 

■介護給付等費用適正化事業の実施状況                       （件） 

 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 

要介護認定調査の適正化 

新規申請 994 857  

更新申請 1,965 1,950  

変更申請 259 424  

ケアプランの点検 77 87  

住宅改修の点検（施工後の現地確認） 0 0  

医療情報との突合・縦覧点検 984 1,038  

介護給付費の通知（年 2回） 5,950 5,271  

※Ｈ29年度欄はＨ30年２月末現在（介護給付費の通知は、Ｈ30年３月にほぼ同数を発送予定） 

今後の方向性 

各種点検や通知等に係る実施回数の増加や、職員の業務遂行能力の向上を図ることで、

より効率的・効果的な費用の適正化に努め、持続可能な介護保険制度の運営と、制度に

対する市民の信頼確保へとつなげます。 

 



40 

 

 

（仮称） 

４ 人材の確保（新設）                         

 

 

 

 

 

５ 共生型サービスの実施（新設）                    

 

 

 

 

 

６ 要介護状態となることの予防及び重度化防止（新設）          

 

 

 

 

 

７ 保険給付費等に係る費用の見込みと保険料の算定             

 

 

 

 


